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 ※協議会の資料等については近日中に HPに掲載予定。 

 

（参考）地域職業能力開発促進協議会について 

令和 4 年 10 月１日に施行した改正職業能力開発促進法において、新たに法定化された職業

訓練に関する協議会であり、地域の関係者に参画いただき、地域における人材ニーズを適切に

反映した訓練コースの設定を促進するとともに、訓練効果の把握・検証を通じた訓練内容の改

善等の協議を行うこととしています。 
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職業訓練のデジタル分野への人材育成を重点化 
～第１回 鳥取県地域職業能力開発促進協議会の開催結果～ 

 

鳥取労働局及び鳥取県は、令和 4年 10月 26日第 1回鳥取県地域職業能力開発促進協議

会を開催し、地域の関係者により地域に求められる人材ニーズについて協議した結果、鳥

取県の今後の産業展開を踏まえた計画的な人材育成の観点から、令和５年度の離職者向け

職業訓練コースについてデジタル分野を拡充する方向で調整することとなりました。 

また、県内の中小企業を中心に在職者向けの職業訓練を積極的に展開し、県内企業のＤ

Ｘ化を加速させることを目指し、鳥取県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

鳥取支部の能力開発施設での積極的な実施や事業主団体による中小企業等への周知など関

係機関の連携を図ることとしました。  
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